
江南市浸水防止施設設置費補助金交付要綱 

 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浸水による家屋の被害を防止するため、浸水防止施設を設置するものに対し、

予算の範囲内において江南市が交付する浸水防止施設設置費補助金（以下「補助金」という。）に

関し、江南市補助金等交付規則（昭和 31 年規則第３号）の定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 
 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、「浸水防止施設」とは、浸水による家屋の被害を防止するための施設

で、市長が適当であると認めるものをいう。 
 

（補助の対象） 

第３条 補助金は、浸水による家屋の被害が発生するおそれがあると市長が認める地区内において、

浸水防止施設を設置するもの（以下「補助事業者」という。）に対して交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する浸水防止施設については、補助金の

交付対象としない。 

（１）国、他の地方公共団体、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に

規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定す

る国立大学法人若しくは同条第３項に規定する大学共同利用機関法人、日本郵政株式会社、日

本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険、高速道路株式会社法（平

成１６年法律第８９号）第１条に規定する会社、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発

金融公庫等が設置するもの 

（２）家屋の新築（大規模な改築を含む。以下同じ。）に伴い、浸水防止施設を設置する場合（浸水

により実際に被害を受けたため、同一敷地に家屋を新築する場合を除く。） 

（３）土地家屋の売買を業とする者が、営利を目的として所有している土地に浸水防止施設を設置

する場合 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたもの 
 

（補助金の額） 

第４条 市は、予算の範囲内において、浸水防止施設の設置に要する費用の額の１０分の９に相当

する額を補助事業者に交付する。ただし、その額は 200,000 円を超えないものとする。 

２ 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を補助金とする。 

３ 補助金の交付は、工作物により仕切られた一敷地につき１回を限度とする。ただし、第１２条

第１項に規定する期間を経過した場合及び市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。 



（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、あらかじめ浸水防止施

設設置費補助金交付申請書（様式第１。以下「補助金交付申請書」という。）に次に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

（１）工事場所の案内図 

（２）工事の図面（配置平面図及び構造図） 

（３）工事見積書の写し 

（４）誓約書（様式第２） 

（５）浸水被害証明書（様式第３。市が浸水被害状況報告を受けていない場合のみ。） 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類（ブロック、出入口部等の製品カタロ

グ等） 
 

（補助金の交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交

付の可否を決定する。 

２ 前項の規定により、補助金を交付すると決定したものについては、浸水防止施設設置費補助金

交付決定通知書（様式第４）により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。 
 

（変更承認申請書） 

第７条 第６条第２項の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの（以下「補助対象者」と

いう。）が、補助金申請内容を変更する場合または補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする

場合は、浸水防止施設設置費補助事業変更申請書（様式第５）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときには、変更内容を審査検討し、前条

の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に著しく異なる変更があると認めるときは、

同条の規定による決定を変更することができる。 

３ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、事業完了予定日の前日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。 
 

（完了報告） 

第８条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後 30 日以内または当該年度の３月 31 日のいずれ

か早い日までに、浸水防止施設設置費補助事業実績報告書（様式第６）に次に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

（１）工事写真 

（２）施工業者からの請求書及び領収書の写し 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



（交付金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により提出された完了報告の内容の審査及び現地確認等を行い、補助

事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の

交付額を確定し、浸水防止施設設置費補助金交付確定通知書（様式第７）により補助対象者に通

知する。 
 

（補助金の請求） 

第１０条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、浸水防止施設設置費補助金交付請

求書（様式第８）による補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付する。 
 

（維持管理等） 

第１１条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、設置した浸水防止施設の機能を保全する

ため、点検、清掃等適切な維持管理に努めるものとする。 

２ 補助金の交付を受けた者は、設置した浸水防止施設を、市長の承認を受けないでこの補助金の

目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、または取り壊してはならない。 
 

（取得財産の処分の制限） 

第１２条 浸水防止施設設置費補助事業で取得した財産（以下「取得財産」という。）の処分を制限

する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案し、

別表に掲げる期間とする。 

２ 前項の規定により定められた期間内において、やむを得ない事情により取得財産を処分しよう

とするときには、浸水防止施設設置費補助事業財産処分承認申請書（様式第９）を市長に提出し

なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による浸水防止施設設置費補助事業財産処分承認申請書の提出があったと

きは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請の内容を調

査し、取得財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該処分を承認し、

浸水防止施設設置費補助事業財産処分決定通知書（様式第１０）により、当該申請者に通知する

ものとする。 
 

（財産のき損または滅失） 

第１３条 取得財産が天災その他の事故によりき損し、または滅失したときは、速やかに浸水防止

施設設置費補助事業財産亡失報告書（様式第１１）を市長に提出し、その指示を受けなければな

らない。ただし、取得財産の処分を制限する期間を経過している場合は、この限りでない。 
 

（補助金交付の取消し） 

第１４条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付

の全部又は一部を取り消すことができる。 



（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金交付の条件に違反したとき。 

（４）この要綱の規定に違反したとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 
 

（変更決定及び取消し決定の通知） 

第１５条 市長は、第７条第２項及び前条の規定により、当該補助金の交付内容の変更をした場合

は、浸水防止施設設置費補助金変更交付決定通知書（様式第１２）により当該補助対象者に通知

する。 
 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既

に補助金が交付されているとき、または第１２条第３項の規定により取得財産の処分を承認した

場合において、返還すべき補助金があるときは、期間を定めて補助金の返還を命ずることができ

る。 
 

（現地調査） 

第１７条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて工事の施工状況等を現地におい

て、調査することができる。 
 

（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に

定める。 
 

 

 

 

 

別表（第12条関係）

設備名 処分の制限

浸水防止板（金属製） ４５年

浸水防止板（木製・樹脂製） １０年



附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第

銀　　行

に基づき、上記のとおり請求する。

江 南 市 長

住　所

号で補助金交付確定通知の

補助対象者 〒

氏　名

ただし、

円

年 月

様式第８（第10条関係）

年

浸水防止施設設置費補助金交付請求書

月 日

振込先

普　通

請求金額 金

あった浸水防止施設設置費補助金を、江南市浸水防止施設設置費補助金交付要綱

日付け

なお、受領するにあたり、下記口座を振込先口座として指定する。

※注意　□のところは、該当するものに✔印を記入してください。

本　店

金融機関名

当　座

信用金庫

農　　協

預金の種類

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

支　店

出張所



 

補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、次のとおり申請します。

３．処分しようとする
　　時　　　　　　期

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　から

記

　浸水防止板（　木製　・　樹脂製　・　金属製　）

貸与 ・ 担保 ・ 廃棄・ 譲渡 ・交換

該当する項目に〇を囲んでください。

防止施設設置費補助事業で取得した財産を処分したいので、江南市浸水防止施設設置費

号で補助金交付決定を受けた、浸水月 日付け 第年

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

その他

具体的に記入

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　まで

４．処分しようとする
　　理　　　　　　由

連絡先 ℡

氏 名

様式第９（第12条関係）

年 月 日

浸水防止施設設置費補助事業財産処分承認申請書

住 所 〒

江 南 市 長

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．処分しようとする
　　財　　　　　　産

該当する項目に〇を囲んでください。

２．処分しようとする
　　内　　　　　　容

・ その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第10（第12条関係）

　　　　　　　　　　　　　　様

㊞

１　補助金の返還の有無

2　補助金の返還額

3　補助金の返還期日

4　財産処分の条件

（１）江南市浸水防止施設設置費補助金交付要綱並びに要領に従うこと。

　　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　　号で申請のありました、浸水防止施設設置費補助

浸水防止施設設置費補助事業財産処分決定通知書

29 江 土 第 2006 号

平 成 29 年 12 月 12 日

江南市長

事業財産処分承認申請書について、次のとおり承認したので、江南市浸水防止施設設置費

記

補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、通知します。

有　　　　　　　　・　　　　　　　　無

　　　　　　年　　　月　　　日　まで

金 円



 
備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

告します。

２．亡失の区分

５．亡失の原因

６．亡失後の対応

滅失き損

３．亡失の時期

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　から

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　まで

４．亡失の状況

該当する項目に〇を囲んでください。

・

江南市浸水防止施設設置費補助金交付要綱第１３条の規定に基づき、次のとおり報

記

１．亡失した財産

該当する項目に〇を囲んでください。

　浸水防止板（　木製　・　樹脂製　・　金属製　）

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防止施設設置費補助事業で取得した財産が天災、その他の事故により亡失したので、

連絡先 ℡

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定を受けた、浸水

氏 名

江 南 市 長

住 所 〒

様式第11（第13条関係）

浸水防止施設設置費補助事業財産亡失報告書

年 月 日



 

 

様式第12（第15条関係）

　　　　　　　　　　　　　　様

㊞

２　変更となる事業内容

補助金について、審査の結果、次のとおり変更することに決定したので通知します。

記

１　補助金変更交付決定額 金 円

平成 29年12月28日付け 29江土第2345号で変更申請のありました浸水防止施設設置費

浸水防止施設設置費補助金変更交付決定通知書

29 江 土 第 2006 号

平 成 29 年 12 月 12 日

江南市長


